
 

2024 年 7 月吉日 

法人ご担当者様 

 

北海道新聞記事のクリッピング利用契約につきまして 
 

                                                  北 海 道 新 聞 社 経営管理局 

              総務調達グループ（著作権担当） 

 

 平素より北海道新聞をご購読いただきありがとうございます。 

 さて、北海道新聞社は行政機関や企業・団体等、法人の皆様に新聞記事のクリッピング

（継続的複製配布・共有）をご利用いただく場合に、著作権法に基づく契約をお願いしてお

ります。以下の内容をご確認の上、契約が必要なご利用状態に該当する場合はお手続きいた

だきますよう、お願い申し上げます。 

 

 契約が必要な利用状態とは、職場内で業務上の参考資料として情報共有するために、新聞

記事をコピー機等で 1年間に 1回以上複製し、配布（送信）して閲覧することを指します。

弊社の記事を、同一組織または同一部署の中で、概ねひと月５記事以上利用する場合は弊社

との契約が必要です。ひと月４記事以下など頻度の少ない閲覧の場合は、公益社団法人日本

複製権センターの案内をご確認の上で契約をお願いいたします。 

 

 著作権を有する記事を無断複製した場合には、利用料の遡及や損害賠償などの司法判断も

出ています。北海道新聞社へのクリッピング契約の申し込みなど著作物利用に関することは

以下の問い合わせ窓口までお願いいたします。適切な記事利用について、皆様のご理解とご

協力をお願いいたします。 

 

 

【お問い合わせ】 

北海道新聞社経営管理局総務調達グループ（著作権担当） 

〒060-8711 札幌市中央区大通西 3丁目 6 電話：０１１－２１０－５１０８ 

                   メール：copyright@hokkaido-np.co.jp 

＊クリッピング以外の著作物利用全般に関するお問い合わせ窓口＊ 

(株)道新アクセス 著作権担当 電話：０１１－２１０－５８０４ 

         問い合わせフォーム(URL)：https://www.hokkaido-np.co.jp/copyright/ 


